









































































































































































































	東照宮御遺訓
	原表紙
	家康公駿府御在城之時江戸ニテ将軍秀忠公・・
	又上意ニ 汝能聞ケ此一心の道理を宜れハ天地の満・・
	我心にて考て見よ我為に悪敷事ハ人の為にも悪敷ぞ
	又上意に将軍に仕へ武家の流を汲者武道を・・・
	大廈千間夜臥八尺良田万頃日食二升とて・・・
	汝能心得よ一人威を振一人主君の用に可立と思う・・
	又上意に国家おとろへんとてハ主も柔弱非礼を・・・
	又上意に三州にて五月半ニ城近所へ出けるに・・・
	又上意に右に云聞するごとく大賀弥四郎下賤の者・・
	惣て政道には法と云もの有
	又上意に天下を治ル法は賞罰の二ツぞ
	又上意に彼弥四郎にこりて我使フ者は不及云ニ・・・
	第一家法を能守べし
	用来の用無用の用時用の用とて三ツの用有
	愚成者は子共かたぎ行跡何事も我心の様に・・・
	返々も汝等は諸人のそれぞれの得たる所の・・
	又上意ニ汝等か能可心得事は旗本大小の侍・・
	抑主に諫言を云にも段々有ぞ
	甲州勝頼信玄の代を継キて其砌の合戦ニ・・・
	又上意ニ竹千代並国などに付らるる人を能々・
	上意に報応とは善悪の行によりて吉凶の・・・
	又上意ニ大炊若キ時分某或侍ニ役義を・・・
	又上意ニ神谷を新参に抱時分に神谷途中にて・
	又上意ニ忠信は大小上下近習外様古参・・・
	又上意ニ酒井備後か知行所に備後と云百姓・・
	又上意に武道無案内の者は諸士の嗜と奢とを・
	又上意に武家は武道を不ル忘レが能ぞ
	偽りかさり人をたふらかす事なかれ
	裏原表紙




